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お伝えしておりました固定資産の譲渡先等について本日開催の取締役会で決定しましたので、お知ら

せいたします。

1.　譲渡資産の内容

2.　譲渡先の概要

3.　日程

4.　今後の見通し

　本件に伴い、平成27年９月期本決算において、固定資産売却益を特別利益として515百万円計

上いたします。本件の業績に与える影響につきましては、現在集計中であり判明次第速やかにお

知らせいたします。

544千円 休止固定資産

平成27年８月17日に公表いたしました「特別損失の計上及び固定資産の譲渡に関するお知らせ」で

記

所在地 譲渡価格 帳簿価格

（2）所在地 　東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目27番５号

現況

　　鹿児島市上荒田町38番11
　　　土地：　2,153.93㎡ 及び建物

516,000千円

会 社 名

代 表 者 名

（コード番号

問 合 せ 先

電 話

特別利益の計上及び固定資産の譲渡に関するお知らせ

　取締役会決議 　平成27年 ９月 28日

（1）名称 　ニップン不動産株式会社

（4）事業内容 　不動産管理、賃貸

（3）代表者の役職・氏名 　代表取締役社長　和田耕造

　契約締結日 　平成27年 ９月 28日

（5）資本金 　55百万円

　物件引渡日 　平成27年 ９月 28日

（6）設立年月日 　1966年３月24日

（7）当社との関係
　親会社である日本製粉株式会社100％子会社でありますが、
　資本関係、人的関係、取引関係はありません。
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5.　支配株主との取引等に関する事項

　本件取引における譲渡先であるニップン不動産株式会社は、ともに日本製粉株式会社が親会社で

あることから、支配株主との取引に該当いたします。

　なお、平成27年３月４日に開示したコーポレートガバナンス報告書で示している「支配株主との取引

等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。

　なお、当該指針は、「親会社との取引については、当社と関連を有しない一般取引先と同様に市場

価格を参考の上、その都度交渉し価格を決定しており、少数株主に不利益を与えることがないよう適

切に対応しております。」です。

　当社において、本件取引は、当該指針の内容に適合していると判断しております。

（1）公正性を担保するため及び利益相反を回避するために講じた措置

　本件取引に係る売買契約を締結するにあたり、公正性を担保するため譲渡対象資産について当社

は第三者算定機関に不動産鑑定を依頼し、その算定結果を参考に近隣の売買事例等を勘案致しな

がらニップン不動産株式会社との交渉・協議を行い、譲渡価格を決定しておりますので、取引内容、

取引条件は適切であると判断しております。

（2）当該取引等は少数株主にとって不利益でないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手

　　した意見の概要

　支配株主との利害関係のない当社独立役員の社外監査役柴田浩希氏により、固定資産譲渡価格は

独立した第三者機関の鑑定価格に基づいており、契約内容も一般的な固定資産売買契約となっており

適切な取引内容であること等、本件譲渡が少数株主とって不利益でないとの意見を平成27年9月25日

に入手し、本取締役会において決議しております。

以　　上
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